
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第６５号 ２０１７年 4 月発行 

☆近鉄名張駅東口を出て、市役所方面へ徒歩 5分 

  

 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現した社会」の 3 つの指標 

「就労による経済的自立が可能な社会」、「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社

会」、「多様な働き方・生き方が選択できる社会」について、自身の生活や身の周りの環境から

判断し、１年前と比較してどのように変化していると思うか聞いたところ、最も多い回答は「変

わらないと思う」であり、いずれにおいても 6割を超えています。「良くなったと思う」と回

答した割合は 2012 年の調査よりもいずれも数値が増加し、「悪くなったと思う」と回答した

割合はいずれも減少しました。今回の調査で「良くなったと思う」割合が「悪くなったと思う」

割合をいずれも上回りました。 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート 2016」より 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/report-16/zentai.html（内閣府ホームページ） 

 

「ワーク・ライフ・バランス」って何？ 

 仕事は、暮らしを支え生きがいや喜びをもたらしますが、家事・育児などの生活も暮らし

には欠かすことはできず、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。そ

れらの両立を目指す取組を「ワーク・ライフ・バランス」といいます。2007年 12月に、

政府、地方公共団体、経済界、労働界の合意により、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・ 

バランス）憲章」が策定されて以来様々な取組が進められ、言葉も徐々に浸透してい 

きましたが、2016 年に行われた内閣府の調べによると、ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和）という言葉を見たり聞いたりしたことがあると回答した人 

は全体の 42.2％にとどまりました。 

≪「仕事と生活の調和が実現した社会」についての 1年前との比較≫ 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/report-16/zentai.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県では、「みえの働き方改革推進企業」を募集しています！ 

締め切り：平成 29年 6月 30日（金）17時必着 

 三重県では、男女がともに働きやすい職場環境づくりを目的に、企業等における仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）及び男女の雇用均等、女性の活躍支援並びに次世代育成

支援などの自主的な取組の推進を図るため実施されていた「男女がいきいきと働いている企業」

認証・表彰制度ですが、平成 29 年度より新たに「みえの働き方改革推進企業」登録・表彰制

度としてスタートされました。登録・表彰されると、三重県により企業が広く紹介される、シ

ンボルマークを利用できるなどの優遇措置があります。 

 平成 29 年度の募集は、6 月 30 日まで行われています。パンフレットや申請書のダウンロ

ード等、詳しくは、下記 URL をご参照ください。 

http://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/47388012926.html 

（三重県ホームページ） 

 

 なお、平成 28年度「男女がいきいきと働いている企業」の認証を受けた 

53法人の中から、知事表彰選考委員会による審査を経て、下記の 4法人が 

受賞されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆名張市内の企業では、平成 26年度株式会社大道建設、平成 27年度株式会社アサヒ、平成 28

年度株式会社ヤマタケが認証登録されています。（認証期間は 2年 6ヵ月です。） 

≪ベストプラクティス賞≫ 

☆株式会社 三重銀行   

≪グッドプラクティス賞≫ 

☆一般財団法人食品分析開発センターＳＵＮＡＴＥＣ 

☆株式会社 マスヤ 

☆イケダアクト株式会社 

 

知っていますか？「国際女性デー」 

国際女性デー（3月 8日）は、社会的、経済的、文化的、政治的な女性の成功を讃える国

際的な記念日で、男女共同参画推進を訴える日でもあります。 

 始まりは 1904 年 3 月 8 日。アメリカ合衆国のニューヨークで、女性労働者が婦人参政

権を要求してデモを起こしました。このデモを受け、1910 年にコペンハーゲンで行われた

国際社会主義者会議では、ドイツの社会主義者、クララ・ツエキトンが 3月 8日を「女性の

政治的自由と平等のためにたたかう」記念の日とするよう提唱しました。 

 1975 年 6 月から 7 月にかけて国連主催で国際婦人年世界会議が開催され、以降 10 年

を国際婦人年とし、各国で女性の地位向上のため、実情に応じた目標を選び、達成に向けて

行動することを呼びかけました。この時、3 月 8 日が国際女性デーと定められ、この日はイ

ベントやデモが行われるようになりました。 

今年のテーマは「変化する仕事の世界における女性たち：2030年までに 

プラネット 50:50を実現しよう」。“プラネット 50:50”とは、ジェンダー 

の平等な地球社会（性差のない社会）に向けた取組のことです。去る 3月 8 

日、世界中で何千ものイベントが開催され、日本でも各地でイベントや集会 

が行われました。 

http://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/47388012926.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

名張市男女共同参画センター相談事業 
相談日程が一部変更になりました。 

女性弁護士による法律相談 

「離婚後の年金はどうなる？」「離婚で慰謝

料を請求できる？」「セクハラを受けた」とい

った相談に女性弁護士が応じます（女性対

象）。相談は 30 分以内となりますので、事

前に「女性のための相談」で悩みを整理して

おくことをお勧めします。【要予約・面談】 

毎月第 1金曜日 10：00～12：00 

／13：00～15：00 

 

男性のための相談 

人間関係だけでなく、生き方についてなど何

でも結構です。男性の相談員が相談に応じま

す。【予約優先・電話相談可】 

毎月第 2木曜日 

 17：00～19：00 

メンタルヘルス相談 

「仕事がうまくいかない」、「職場の人間関

係に悩んでいる」などといった相談に、シニ

ア産業カウンセラー・キャリアコンサルタ

ントの資格を持つ相談員が応じます。 

【要予約・面談】 

毎月第 3木曜日 10：00～12：00 

  第 4火曜日 13：00～16：00 

女性のための相談 

女性相談員が女性に関するさまざまな相談

に応じます。【予約優先・電話相談可】 

毎月第 1・第 3週 木・金・土  

13：00～16：00 

第 2・第 4週 水・木・金   

9：00～12：00 

※相談日が祝日の場合、相談はありません。 

 

男女共同参画センターでは、性別に応じた相談や法律相談、心の健康を保つための相談事

業を行っています。 

4月から、「女性のための相談」の日程、「男性のための相談」の時間が変更になりました。 

秘密は厳守します。安心してご相談ください。 

名張市男女共同参画センターでは・・・ 



 

 

 

女性のための相談 
毎月 第１・第３週 木・金・土曜日 午後１時～４時 予約優先 

電話相談可     第２・第４週 水・木・金曜日 午前９時～正午 

女性弁護士による 

法律相談 
毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談 毎月 第２ 木曜日 午後５時～７時 
予約優先 

電話相談可 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談     第４ 火曜日 午後１時～４時 

人権相談 
毎月２回 

※詳しくは、名張市人権センター（☎６３-００１８）へお問い合わせ下さい。 

要予約 

面談 

ご意見・ご感想をお寄せください。 

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台 

５番町１９番地 

Navarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax   0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/ 

「人権相談」 

 名張市人権センターでは、月２回、人権擁護委員によ

る人権相談を行っています。 

 人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受けたボランティ

アです。地域の皆様から人権相談を受け、問題解決のお

手伝いをしています。秘密は厳守です。ご近所トラブル、 

家庭内の問題、セクシュアル・ハラスメント、いじめ、

高齢者・子どもの虐待など・・・ 

 まずはお電話で予約をお願いします。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

女性のための相談

13：00～16：00

7 8 9 10 11 12 13
人権相談 男性のための相談

13：30～16：00 17：00～19：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00

14 15 16 17 18 19 20
人権相談 メンタルヘルス相談 女性弁護士

13：30～16：00 10：00～12：00 による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

13：00～16：00 13：00～16：00 13：00～16：00

21 22 23 24 25 26 27
メンタルヘルス相談

13：00～1６：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00

28 29 30 31

休館日

休館日

休館日

☆5月の女性弁護士による法律相談は、5月19日（金）
に変更となります。
☆女性のための相談は、祝日はお休みです。

●　予約電話　６３－５３３６

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

